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１ 行政評価制度の概要
行政評価制度とは

PLAN 企画・立案

ACTION 改善 DO 事業執行

CHECK 分析・評価

継続的業務改善

行政評価制度

 行政活動は、継続的な改善を行うためにPDCAサイクルに沿って行われてい
ます。

 行政評価制度は、 PDCAサイクルの中核である“CHECK（分析・評価）”の機

能を担っています。

 行政評価制度は、 区が実施した各事業が「誰のために」「何を目的」としたも

のなのか、目的・目標を再認識したうえで、その事業が「どれだけ区民の役に
立っているのか」等を客観的に評価・分析し、結果を改革・改善につなげる仕
組みです。



１ 行政評価制度の概要
行政評価制度の対象
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  飾区では、行政活動を階層的に整理した政策体系のうち、“事務事業”を対象とし
て行政評価を実施しています。

 原則として、全ての事務事業（一部庶務的な事務等は除外）を対象として、実施状
況やコストの把握を行っています。

 前年度（今年度は令和３年度）に実施した事務事業が対象です。

将来像「みんなでつくる、水と緑と人情が輝く暮らしやすいまち・葛飾」

施 策

事務事業

手段

目的

手段

目的

政 策 環境‐自然を守り、快適で美しい環境をつくります

緑と花のまちづくり

緑と花でいっぱいの美しい都市環境を
つくります。

緑と花のまちづくり事業

行政評価の対象

政
策
体
系
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
評
価
対
象
階
層



１ 行政評価制度の概要
自己評価と外部評価
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  飾区の行政評価制度は、自己評価と外部評価に分けられます。

 自己評価は、全ての事務事業（一部庶務的な事務等は除外）についての評価を各
所管部で行うのに対し、外部評価は、区民ニーズを把握したうえで今後の事業展開
につなげたい事務事業等を各部が選定し、区民のみなさんで構成される葛飾区行
政評価委員会で評価を行います。

所管部

葛飾区行政評価委員会

―

自己評価

公表

外部評価

全事務事業について、実施状況の把握や実績

の分析・評価を行います。

葛飾区行政評価委員会のみなさんに、区民の

代表として評価を実施していただきます。

確定した評価結果は、区公式ホームページ等で

公表します。

評価の流れ 評価主体 概要

５～７月

７～８月

１０月

実施時期
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 区民サービス向上の観点から、区の事務事業について、区民の視点から様々な意
見を出し合って評価を行い、より効果的・効率的なものに改善していくことを目的と
し、葛飾区行政評価委員会を設置しています。

 葛飾区行政評価委員会は区長からの諮問を受け、区が実施した行政評価と比較し
ながら、成果向上策等の検討を行い、諮問に対する答申を行います。

区が実施した
行政評価

葛飾区
行政評価委員会

区民のみなさんの日常の視

点で事業を評価し、区が実施

した行政評価と比較しながら

成果向上策等を検討します。

２ 葛飾区行政評価委員会の概要
設置目的と概要
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 今年度の評価対象事務事業は、以下の基準により選定しました。

・特に区が今後更なる発展を期待する計画（重点）事業のうち、より積極的な
改善につながる意見、評価をいただきたい事業。

分科会 評価対象事務事業名 所管部 所管課

第一分科会 雇用・就業マッチング支援事業 産業観光部 産業経済課

認知症事業の充実 福祉部 高齢者支援課

第二分科会
学校施設を活用した放課後子ど
も支援事業

教育委員会事務局
地域教育課
放課後支援課

防災の意識啓発 地域振興部 地域防災課

２ 葛飾区行政評価委員会の概要
令和４年度の評価対象事務事業

葛飾区行政評価委員会の全体スケジュール

日程 会議名 内容

７月６日（水） 第１回全体会 委員委嘱、葛飾区行政評価委員会に関する説明等

７月上旬～８月上旬
全４回の分科会

（４回×２分科会）
４事務事業の評価（２事務事業×１分科会）

８月25日（木） 第２回全体会 答申内容の確定、区長への答申

２月～３月頃 第３回全体会 答申内容をふまえた区の取組内容報告

本日



答申案のとりまとめ
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 葛飾区行政評価委員会では、２つの分科会に分かれて、全４回の分科会の中でそ
れぞれ２事務事業の評価を実施します。

 事務事業ヒアリングを行った後、事務事業評価を実施します。評価結果は第４回分
科会で答申案として取りまとめます。

 答申は第２回全体会において確定します。

事務事業ヒアリング

事務事業評価

１

２

３

所管課が作成した資料や所管課からの説明、質疑応答などを通して、事務
事業についての理解を深めます。視察も行います。

事務事業の実績状況や今後の改善策について、委員会で議論を行います。

意見を分科会の答申案として取りまとめます。

２ 葛飾区行政評価委員会の概要
分科会での評価の流れ

各分科会で取りまとめた答申案は、第２回全体会において確定します。



資料４-②

実績情報

印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料

令和４年度　葛飾区行政評価委員会評価表 所管課による自己評価

事業名 がん対策の推進
担当部 ○○部

【３】必要性
【６】

○

　がん検診をすることで、区民の健康に対する意識を高め、そしてがんの早期発見・早期
治療につなげることができる。これらは、区民が健康で自立した生活を送るために必要不
可欠である。

担当課 ○○課

基本情報

【４】効率性 ○ 　検診自体は委託で実施しており、十分に効率化は図られている。
政策
番号

2 政策 健康
施策
番号

3 施策 生活習慣病の予防

事業の目的
　がんの予防に関する普及啓発を促進するとともに、がん検診の受診率・精度管理の向上に取り組むこ
とで、がんの早期発見・早期治療につなげ、健康長寿の延伸を図る。

【５】有効性 △
　「検診受診率」は向上しているものの、他区と比べてもまだ低い状況にある。本事業が
より有効性を発揮できるよう、検診受診率の底上げを図る必要がある。

実施内容

　がんを早期に発見・治療できるよう、定期的な検診の必要性について周知・普及啓発を行うことで、区
民のがん検診の受診を促し医療費の削減につなげる。
・自宅で実施できる乳がんセルフチェックなどの普及啓発を行う。
・精度管理委員会、各がん検診について専門的な事項を検討する部会を設置・運営して、がん検診の質の
向上、がん検診対象者情報の適切な把握と管理、精密検査結果把握の仕組み作りを行う。
・がん患者やその家族が相談できる窓口を設置する。

【７】各指標の達成状
況に対する所管課の見
解

　毎年度がん発見につながっていることから、区民の健康維持・促進に寄与しており、特に早期
であれば医療費の削減にもつながるものと考える。ただし、「検診受診率」自体は低いため、周
知を一層強化するとともに、区民がより受診しやすい環境の整備が必要である。。

【８】今後に向けた
所管課の見解

　今後は、様々な検診が一度に受診できる一括検診の実施や休日検診の実施などを検討し、区民
がより受診しやすい環境の構築を図る。また、各種イベント時に受診啓発を行うなど検診の必要
性の周知も強化する。

予算及び決算状況
※単位は円単位

内訳 令和元年度 令和２年度 令和３年度 【９】経費の主な内訳
5,714,000 8,101,000 7,974,000

目標
・

実績

指標 指標の根拠 単位
②補正予算 0 0 0

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 【

１
】

目
標

成果指標

令和４年度

100 100
100

2

③繰越予算

2
予算
財源

一般財源

予算

①当初予算

0 0 0

要精密検査受診率
受診者数/受診対

象者数
%

目標 100 ④流用等 0 0 0

実績 80.0 84.0 89.0 小計（①+②+③+④） 5,714,000 8,101,000 7,974,000

がん発見の人数 がん検診 人
目標 2 2 5,239,000 7,626,000 7,954,000
実績 2 1 1 国庫支出金 0 0 0

【２】
目標
との

乖離の
考察

 　「精密検査受診率」は向上を続けているが、これは受診促進のチラシを工夫するなど周知に力を入れてきた
結果と捉えている。一方、「検診受診率」自体は決して高くないため、今後目標値も含めて向上を図らなければ
ならない。

都支出金 475,000 475,000 20,000

決算

⑤執行額 5,545,000 7,720,200
その他 0 0 0

7,903,200

（

内
訳
）

報償費 390,000 400,000 400,000 講習会講師謝礼
842,300 842,300 1,000,000 リーフレット・ポスター印刷等
81,500 100,000 125,200 主治医意見書・決定通知書送付等

231,200 254,900 255,000 主治医意見書作成手数料
4,000,000 6,123,000 6,123,000 がん発見相談窓口設置委託費

活動指標

目標
・

実績

指標 指標の根拠 単位 区分 令和元年度

目標

令和２年度 令和３年度

目
標

令和４年度

1,700
⑥間接額 3,784,000

40.0

受診者数 ― 人
目標 1,500 1,500 1,500 1,572,000 1,572,000 会計年度任用職員の報償
実績 1,157 1,243 1,329

⑦人件費
業務量（人） 4.78 5.28 5.28

検診受診率
受診者数/受診対

象者数
%

目標 35.0 35.0 35.0 41,184,000
実績 27.0 29.0 31.0 総コスト⑧＝(⑤+⑥+⑦) 47,091,000 50,659,200

単
位
あ
た

り
コ
ス
ト

50,476,200
37,762,000 41,184,000

実績

1,300

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度
目標

【10】決算増減の
主な理由

　リーフレット・ポスターの配布数を増加させたことによ
り、決算額が増加した。

単位の定義 受診者数
実績 実績数値(⑨) 1,093

○○補助金

単位あたりコスト（⑧/⑨) 43,084.17円 42,063.50円 38,968.62円
1,200



資料４-③

【１】目標

【２】目標との乖離の考察

【３】必要性

【４】効率性

【５】有効性

【６】必要性、効率性、有効
　　性における○、△の選択

【７】各指標の達成状況に
　　対する所管課の見解

【８】今後に向けた所管
　　課の見解

【９】経費の主な内訳

【10】決算増減の主な理由

各項目記載事項

　指標にかかる考察内容を踏まえ、事務事業の進捗状況について所管課としての見解を記載しています。

　今後、事業をどのように取り扱うか、見直しの必要がなのであれば、どのように見直すか、必要性や有効性などを踏まえ、所管課の見解を記
載しています。

　これまでの実績値を踏まえ、令和４年度目標値を設定しています。

　令和２年度と令和３年度の決算を比較し、増減については主な理由を記載しています。

　各費目の主な内訳について簡潔に記載しています。

　指標にかかる考察内容などを踏まえ、事務事業の必要性、効率性、有効性ごとに妥当と判断した場合は○、課題があり、今後改善が必要と判
断した場合は△を選択しています。

　成果指標、活動指標ともに対象です。目標値に対して実績値が到達していない場合、なぜ乖離が生じているのか分析した内容を記載していま
す。

　区民や社会のニーズを的確にとらえた事業か、民間事業者や区民が自ら実施することのできない事業か等の視点で記載しています。

　他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか、コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか等の視点で記載しています。

　成果指標は理にかない、実績は適切に把握・測定されているか、活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか等の視点で記載し
ています。



資料４－④

予算の流用とは、すでに予算において使途が決定している経費を抑制し、そ
れを他の支出費目に充当使用した予算を記載しています。

①単位の定義

⑪人件費

⑫総コスト

単位あたりどの程度のコストを要したかを把握するために設定しています。

単位あたりコスト

⑥国庫支出金

使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源を記載し
ています。

使用料・手数料・受託事業収入・基金繰入金等の特定財源の予算額を記載し
ています。

決
算

②実績数値

内訳は、⑨「執行額」＋⑩「間接額」＋⑪「人件費」です。

正規職員、再任用職員、旧再雇用職員の人件費です。それぞれの人数に、そ
れぞれの人件費単価を乗じた金額を記載しています。

会計年度任用職員等の活用に係る、執行額に含まれていない決算額を記載し
ています。

各年度の決算額を記載しています。

①「単位の定義」の実績値を記載しています。

⑩間接額

特定の単位に対してどの程度のコストを要したかを把握するためのもので
す。

⑨執行額

国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金の予算額を記載しています。

予
算

本事業に対して、年度に当初に成立した予算を記載しています。

年度途中に生じた事由に基づいて、当初予算を増額または減額する予算を記
載しています。

計上した年度に、状況の変化や事故などの理由で使い切れなかった歳出予算
を翌年度に繰り越した予算を記載しています。

①当初予算

②補正予算

③繰越予算

④流用等

⑤一般財源

都負担金・都補助金・都委託金の予算額を記載しています。⑦都支出金

⑧その他

予
算
財
源

③単位あたりコスト

葛飾区行政評価委員会評価表のコスト内訳について

内訳 説明

単位あたりコストを算出するための、「単位の定義」を記載しています。



事業費について(主なもの) 資料４－⑤

委員報酬
１．執行機関たる委員会の委員及びその他の委員の報酬
２．付属機関たる委員会等の委員及びその他の委員の報酬

会計年度任用職員等報酬
特別職非常勤職員の給料相当、通勤手当相当分
会計年度任用職員の給料相当、時間外勤務手当相当、特殊勤務手当相当分

社会保険料 健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労働者災害補償保険料、児童手当拠出金等

一般賃金 第１種臨時職員の賃金及び労務者の労賃並びにそれらの加給

報償費
発令を要しない随時的な事務又は業務に対する謝礼金（弁護士の弁護料、原稿料、原画料等）、
香華料及び弔慰金等、区民税等の納期前納付奨励金、徴税実態調査費、賞賜金、買上金等

費用弁償

区議会議員、委員会の委員、非常勤の監査委員、その他の委員、審査会・審議会及び調査会等の
委員、専門委員、投開票管理者・立会人等に対して、その職務の執行に要した経費を償うために
支給される金銭給付で、実費弁償の性格を持つ。
会計年度任用職員の通勤手当相当分

普通旅費
職員の旅費に関する条例等に規定する旅費（日額旅費、赴任旅費及び乗車券・回数券等をもって
旅費の支給に代える場合を除く）

消耗品費 事務用品等消耗品（物品名鑑の分類による、２万円未満の物品）

印刷製本費
印刷費--文書、図面、パンフレット、チラシ、賞状、案内状等
製本費--伝票、帳簿、書類等の製本代等

修繕料
物品の修繕、整備、戸車、ドアノブ、蛇口等の軽易な補修、バッテリーの充電料、畳の取替、綿
の打ち直し、消火器の薬品詰替え、自動車の整備料等

賄費
診療所の患者、保育園、老人ホーム、保護施設等における賄用材料及び飲食物購入費、非常炊出
し

燃料費 動力用、暖房用、炊事用、その他各種燃料購入費

光熱水費 電気、ガス、上下水道使用料（計器類の借上費を含む）

食料費 会議用、式日用及び接待用の飲食物購入費

通信運搬費
郵便料（切手、はがき、小包、速達料等）、電信料（電報料、電話料、電話加入料等）、運搬料
（物品・動物・汚物等の運搬料、人の輸送料等）

広告料
宣伝勧奨広告料（新聞・雑誌の広告掲載料、電車・バス・停留所・浴場等の広告掲示料、スライ
ド映写料、折込広告料、放送料＜制作費を含む＞、アドバルーン、電光ニュース等）

手数料
特定の個人等からサービスの提供を受けたことに対して支払う経費。公金取扱手数料、地方債取
扱手数料、売捌手数料、鑑定料、収入証紙代、手数料として使用する収入印紙代、登記手数料、
自転車防犯登録手数料、庁舎等清掃（単発で行う受水槽・高架水槽の清掃含む）等

筆耕翻訳料 筆耕料（浄書、印書料、謄写原紙・タイプ原紙の製版料等）、翻訳料、速記料、手話通訳料等

保険料 動産・不動産の火災保険料、自動車損害賠償保険料等

委託料

調査委託料、装飾委託料、芸能委託料、測量委託料、映画・ビデオ製作委託料、設計及び監理委
託料、映写委託料（映画館で行うものは含まず）、埋火葬委託料、各種設備保守委託料（消火設
備、電気設備、空調設備、電話交換機、ボイラー、浄化槽、エレベーター、自動ドア等）、警備
業務委託料自動車借上料 自動車借上料（有料道路通行料、駐車料金を含む）

使用料及び賃借料
入場料、施設使用料、有料道路通行料、駐車場使用料、特許権・著作権使用料、土地・家屋（敷
金含む）、会場、船舶（２０ｔ以下の小船含む）

工事請負費
土木工事、建築工事等で、新たな構造物・設備等を設置するもの及び現状の施設機能を向上させ
るもの。また、１件１３０万円（消費税含む）以上の建物・設備の復旧、改修及び増設等。

原材料費
工事用、生産用、修繕用、改造用、職業訓練用の原材及び材料。セメント、鋼材、砂利、木材
（足場用資材、型枠材料を含む）、自動車、船舶、機械、器具等の部品。

権利購入費 地方自治法第２３８条第１項第４号及び５号の規定によるもの及び借地権の購入

土地購入費 土地及び土地の定着物の購入

備品費 物品名鑑による２万円以上の備品の購入。（軽易な据付費を含む。）

負担金
各種協議会、講習会等の分担金、会費。職員共済組合業務費負担金、電気・ガス・水道等工事負
担金等

補助金 地方自治法第２３２条の２による補助金等

交付金
互助組合交付金（特別のみ）、敬老祝金、他自治体等に対する災害見舞金、示談金等任意の見舞
金

扶助費 生活保護法、児童福祉法、結核予防法及び学校給食法、教育奨励等による支出金

貸付金 生業資金、育英資金等の貸付金

償還金 公債償還金、借入金の返済金、国庫支出金返納金（延滞料含む）、過誤納金の還付金等
積立金 基金、その他の積立金
公課費 地方公共団体が、一般私人と同様に公祖公課を支払う場合の経費

繰出金 一般会計と特別会計間の予算充用、基金への繰出等

項目名 内容説明
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資料４－⑥ 

評価表の「予算及び決算状況」における人件費について 

 

１ 業務量の算出について 

各課が所管する事務事業の業務量を算出するために「業務量クロス表」を作成

しています。 

   職員ごとの合計業務量が 1.00 となるように、各事務事業の業務量を配分して

います。 

 

２ 例：下表から事務事業Ａの人件費を算出した場合 

   ０．７０人   ×   ７，６００千円  ＝５，３２０千円    

   （業務量）      （平均人件費単価）  （人件費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績コストの推移】                             （千円） 

  
（参考） 

R3 
R1 R2 

人件費単価（正規職員） 7,900 7,800 7,600 

人件費単価（再任用職員） 4,700 4,900 5,000 

人件費単価（再雇用(旧再雇用）職員） 2,400 3,100 2,900 

 



資料４－⑦

副題 施策番号

01
人権や多様性が尊重され、全ての人が共生できる平和
な社会を築きます

01 人権・多様性
人権や多様性が尊重され、全ての人が自分らしく暮らせ
るまちをつくります

0101

02 ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちをつくり
ます

0102

03 多文化共生
互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人
区民が共生する国際性豊かなまちをつくります

0103

04 非核平和 世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします 0104

02 生涯にわたり健康に暮らせるようにします

01 健康づくり 区民の健康づくりを支援し、健康寿命を延ばします 0201

02 心の健康
心の健康づくりと、精神疾患・障害への支援を充実させ
ます

0202

03 生活習慣病の予防
区民自らが健康管理し、生活習慣病を予防できるように
します

0203

03 必要な時に必要な医療を受けられるようにします

01 医療サービスの確保
地域の医療環境を充実させ、質の高い医療サービスを
確保します

0301

02 在宅医療の推進
医療と介護の連携を深め、住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるようにします

0302

04 衛生的で快適な生活を送れるようにします

01 感染症対策 感染症の予防と感染拡大を防ぎます 0401

02 食品衛生 食品の安全・安心に向けた衛生管理を推進します 0402

03 環境衛生 衛生的で快適な環境を整えます 0403

05
住み慣れた地域で支え合いながら、安心して暮らせるよ
うにします

01 地域福祉の推進 支援が必要な区民を地域で支え合う仕組みをつくります 0501

02 福祉サービス利用者支援 福祉サービスを安心して利用できるようにします 0502

03 生活困窮者支援
生活に困窮する区民の生活を支援し、自立した生活を
送れるようにします

0503

06
高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと安心し
て暮らせるようにします

01 高齢者活動支援
高齢者の就労や自主的な活動を支援し、社会参加を促
進します

0601

02 介護予防 高齢者の介護予防活動への支援を充実させます 0602

03 高齢者要介護・自立支援
高齢者が必要な介護や自立支援を受け、安心して生活
できるようにします

0603

　医療

　衛生

　地域福祉・低所得者支援

　高齢者支援

　健康

葛飾区基本計画における施策体系

政策 施策名

　人権・多様性・平和



副題 施策番号政策 施策名

07
障害のある方が、自分らしく安心して生活できるようにし
ます

01 障害者自立支援
障害のある方が自らの可能性を発揮し、自分らしく暮ら
せるように支援します

0701

02 障害者就労支援
障害のある方がいきいきと働き続けられるように支援し
ます

0702

03 児童発達支援 発達が心配される児童一人一人の発達を支援します 0703

08
誰もが安心して子どもを産み育てられ、子どもの最善の
利益を確保できるようにします

01 母子保健
安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の
健康を支えます

0801

02 子育て家庭への支援
子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられる
ようにします

0802

03 仕事と子育ての両立支援 仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます 0803

04 放課後支援
子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごせるようにし
ます

0804

05 子ども・若者支援
子どもの権利・利益を守り、若者の社会的な自立を支援
します

0805

09
次代を担う子どもたちの知・徳・体の調和のとれた人間
力を養います

01 学力・体力の向上
学力・体力の向上を図り、子どもたちの生きる力を育み
ます

0901

02
一人一人を大切にする教
育の推進

一人一人を大切にする教育を推進し、全ての子どもが楽
しく充実した学校生活を送れるようにします

0902

03 教育環境の整備 いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます 0903

10
学校・家庭・地域が連携し、子どもが健全に成長できる
ようにします

01 学校・家庭・地域の連携
学校・家庭・地域の連携により、青少年の健全育成を図
るとともに、豊かな教育環境をつくります

1001

02 家庭教育への支援
家庭教育を支援し、親子が共に学び育ち合えるようにし
ます

1002

11 生涯にわたって心豊かに学び続けられるようにします

01 区民学習
多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を
支援します

1101

02 図書サービスの充実
誰もが快適に図書サービスを利用できる環境を整備しま
す

1102

12
生涯にわたってスポーツに親しみ、いきいきと暮らせるよ
うにします

01 スポーツ活動の推進
区民誰もが多様なスポーツに親しみ、健やかに暮らせる
環境をつくります

1201

02 スポーツ基盤整備
区民誰もが安全・快適にスポーツに親しめる環境を整備
します

1202

　子ども・家庭支援

　学校教育

　地域教育

生涯学習

　スポーツ

　障害者支援

2



副題 施策番号政策 施策名

13
地域の特性を活かした魅力あふれるまちづくりを進めま
す

01 計画的な土地利用の推進
計画的な土地利用を図り、区民主体のまちづくりを推進
します

1301

02 駅周辺拠点の形成
駅周辺を、住み、働き、憩う、にぎわいのある拠点としま
す

1302

03 地域の街づくり 地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます 1303

04 良好な住環境づくり 良好な住環境を整え、住生活の安定と向上を図ります 1304

14 災害に強く、犯罪のない安全・安心なまちにします

01 防災街づくり 災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくります 1401

02 災害対策
災害に対し的確な対応と迅速な復旧ができる体制をつく
ります

1402

03 防災活動
災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるよう
にします

1403

04 地域安全
犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるま
ちにします

1404

05 消費生活
賢い消費者として正しい知識を身につけ、安心して生活
できるようにします

1405

15 誰もが安全かつ快適に移動できるまちにします

01 道路交通網の充実
誰もが安全かつ快適に通行できるよう、道路交通網の
充実を図ります

1501

02 自転車活用の推進
自転車の安全かつ快適な活用を図るとともに、歩行者・
自転車の安全を確保し、交通事故を減らします

1502

03 公共交通の充実
区内を移動するあらゆる人にとって、分かりやすく・利用
しやすい公共交通を実現します

1503

16 水や緑に親しめる、安全で快適な空間をつくります

01 公園整備 多くの区民が集い、憩い、活動できる公園を整備します 1601

02 水辺整備
河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水辺
に親しめるようにします

1602

17 自然を守り、快適で美しい環境をつくります

01 地球温暖化対策
省エネ行動や再生可能エネルギー利用を促進し、地球
温暖化対策を進めます

1701

02 緑と花のまちづくり 緑と花でいっぱいの美しい都市環境をつくります 1702

03 自然保護 豊かな自然を守り、生物多様性の保全に努めます 1703

04 生活環境保全
良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるよう
にします

1704

05 資源循環の促進
持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進し、環境
への負荷を低減させます

1705

06 まちの美化推進 ごみのない、きれいで清潔なまちにします 1706

　防災・生活安全

　交通

　公園・水辺

　環境

　地域街づくり
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副題 施策番号政策 施策名

18
地域産業を活性化し、生活を豊かに楽しめるようにしま
す

01 産業の活性化
新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業
の魅力を広くアピールして、産業を活性化します

1801

02 経営支援 区内の事業所が安定的に経営できるようにします 1802

03 都市農地の保全
農地とふれあう環境づくりや農地所有者の支援を行い、
都市農地の保全を図ります

1803

04 キャリアアップ・就労支援 区民のキャリアアップと就労を支援します 1804

19
まちの魅力を磨き上げ、発信し、にぎわいのあるまちに
します

01 観光まちづくり
本区ならではの観光資源を活かしたにぎわいのあるま
ちにします

1901

02 観光イベント
地域ならではのイベントにひかれ、多くの人でにぎわうよ
うにします

1902

03 文化・芸術の創造
身近な地域で観る・聴く・参加することのできる文化・芸
術活動を展開し、葛飾らしい地域文化を育みます

1903

20 区民が主役となる、いきいきとした地域づくりを進めます

01  地域力の向上
地域団体や地域貢献活動団体の活動が積極的に行わ
れるようにします

2001

02 地域活動の場の提供 利用しやすい地域活動の場を提供します 2002

　地域活動

　産業

　観光・文化
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資料４－⑧

環境部
環境課

 飾区行政評価委員会の評価結果

評価対象事務事業名 緑と花のまちづくり事業 所管課

コスト

・フラワーメリーゴーランドに発生している事業費が高く、費用対効果が低いように思われるた
め、抑える工夫が必要なのではないか。
・全体的に消耗品費が高いため、抑える工夫が必要なのではないか。
・地域が花いっぱいとなる活動をするために必要な経費は予算に計上すべきである。

項目 提言内容

実績状況

成果

今後の方向性

【団体活動への支援】
・フラワーメリーゴーランドの事業費や花苗の費用を削減することで、全体の事業費を増やすこ
となく、団体を補助する選択肢を増やすことができるのではないか。
・長く活動してもらうためにも、肥料や花苗等の支援だけでなく、団体が活動しやすくなる支援
も大切ではないか。団体へ何が必要かをヒアリングしてはどうか。

【個人活動への支援】
・区民から考えれば住宅地の中に緑や花がある方が喜ばしいが、現状は、イベント事業が中心に
なっていると思われる。今後は個人での活動がさらに広がる区民目線の事業を検討すべきではな
いか。
・個人活動を推進する上で、歩道にプランターを並べないなど、ルールも作るべきである。

【事業の周知】
・区公式ツイッターなどのＳＮＳを積極的に活用し、周知を図るべきではないか。

・官民学で協働している点が良い。また、花壇活動だけでなく、福祉的効果を狙うなど事業の目
的意識も明確になっている点も良い。
・この活動は結果として花いっぱいになるだけでなく、高齢者への支援や孤独になりがちな小さ
い子供を育てている母親への支援、地元企業の活性化にも繋がる点が良い。
・副次的な効果を客観的に測るための材料が足らず、評価しにくい部分がある

【ＳＤＧｓとの関連性】
・ＳＤＧｓの視点を踏まえた事業展開をするべきではないか。

【担い手の拡大】
・親子での花壇活動は親子のふれあいや植物を育てることを知ることに繋がり、教育に良いと考
えるため、担い手の対象を幼稚園児や小学生にも広げてはどうか。幼少期から手伝いという形で
花壇活動を経験することで、習慣ができ、将来的な若い人の参加にも繋がると考える。
・海外の取組も参考にし、自宅の花壇活動におけるコンクールなどを実施してはどうか。
・小学校の花壇活動は子どもにとって、物を大切にする感性が養われるなど教育の一環になると
思う。今後は、学校単位にコンクールを実施するなど活性化させていくことが大切ではないか。

【事業の検討体制】
・社会福祉協議会、民生委員、関係課が一堂に会し、事業について検討する機会を設けてはどう
か。

【花と緑のはがきコンクール】
・コンクールだけでなく、その結果の周知にも力を入れるべきである。例えば、はがきコンクー
ルで応募される「はがき」は小さく、飾ってもインパクトがないため、大きくしてもらうなど工
夫し、小中学校や他施設にも貼り出してはどうか。

【フラワーメリーゴーランド】
・フラワーメリーゴーランドの設置場所は、駅前など、区民の目に付きやすい場所を選び、日々
の生活の中で花をより身近に感じられるよう配慮すべきである。

改善

評価表に記載されている過去３

年間の指標及びコスト状況などの

実績状況を踏まえ、総合的に評価

し、具体的な内容を提言します。

実績状況や多角的視点による分析等を踏ま

え、事務事業の今後の方向性や改善策につい

て、具体的な内容を提言します。


